
関東農政局統計部
平成29年５月30日

関東農政局管内の麦・大豆
１ 麦類

(1) 麦類の生産動向（関東農政局管内）－作物統計調査結果から－

○ 関東農政局管内（以下「管内」という。）の小麦の作付面積（平成28年産）は21,700haで、23年
産に比べ800ha（４％）減少しており、都県別にみると群馬県が5,580haで最も多く、次いで埼玉県
が5,200ha、茨城県が4,580haの順となっています。

○ 管内の二条大麦の作付面積（平成28年産）は12,400haで、23年産に比べ1,000ha（７％）減少し
ており、都県別にみると栃木県が9,070haで最も多く、次いで群馬県が1,530ha、茨城県が1,070ha
の順となっています。

○ 管内の六条大麦の作付面積（平成28年産）は5,090haで、23年産並みとなっており、都県別にみ
ると茨城県が2,240haで最も多く、次いで栃木県が1,540ha、群馬県が532haの順となっています。

ア 麦類（子実用）の作付面積の推移（管内）

小 麦

六条大麦

（麦類の主な用途）

小麦：うどん、パン、中華麺、菓子

二条大麦：ビール、焼酎

六条大麦：押し麦、麦茶

二条大麦

イ 麦類の収穫量（管内・平成28年産）

小 麦 二条大麦 六条大麦
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注：作付面積の構成比については、表示単位未満の数値で算出しているため、表示上の数値で算出した構成比と一致しない場合がある（以下同じ。）。



小 麦

二条大麦

凡例

凡例

注：地図上の東京特別区及び政令指定都市の境界は区単位となっているが、作付面積は特別区計及び政令指定都市計である（以下同じ。）。

単位：ha

順位 県 市町村 作付面積

1 埼玉県 熊谷市 1,670

2 群馬県 前橋市 1,320

3 群馬県 伊勢崎市 1,170

4 茨城県 筑西市 1,020

5 長野県 安曇野市 685

6 茨城県 桜川市 675

7 群馬県 太田市 660

8 群馬県 高崎市 650

9 長野県 松本市 557

10 茨城県 下妻市 530

管内上位10市町村
（小麦・平成28年産）

単位：ha

順位 県 市町村 作付面積

1 栃木県 栃木市 2,240

2 栃木県 小山市 1,250

3 栃木県 大田原市 963

4 栃木県 佐野市 941

5 栃木県 足利市 610

6 茨城県 筑西市 546

7 栃木県 宇都宮市 481

8 群馬県 邑楽町 451

9 群馬県 館林市 424

10 栃木県 高根沢町 421

管内上位10市町村
（二条大麦・平成28年産）

ウ 市町村別作付面積（管内・平成28年産）

- 2 -



○ 管内の販売目的で小麦を作付けした経営体（平成27年）は7,367経営体、大麦（二条大麦、六条大
麦）・裸麦を作付けした経営体は5,235経営体で、22年に比べそれぞれ 1,896経営体（20％）、1,640
経営体（24％）減少しました。

○ また、１経営体当たりの作付面積（平成27年）は小麦が3.0ha、大麦（二条大麦、六条大麦）・裸
麦が2.9haで、それぞれ22年に比べ0.5ha増加しました。

(2) 経営体数及び１経営体当たり作付面積（管内）－農林業センサス結果から－

販売目的で麦類を作付けした経営体数及び１経営体当たりの作付面積（管内）

小 麦 大麦（二条大麦、六条大麦）・裸麦

ウ 市町村別作付面積（管内・平成28年産）（続き）

六条大麦

凡例

単位：ha

順位 県 市町村 作付面積

1 茨城県 筑西市 508

2 栃木県 壬生町 203

3 栃木県 芳賀町 197

4 栃木県 鹿沼市 185

5 茨城県 桜川市 170

6 長野県 松本市 167

7 栃木県 益子町 154

8 茨城県 八千代町 147

9 群馬県 前橋市 130

10 栃木県 真岡市 129

（六条大麦・平成28年産）
管内上位10市町村

※経営体とは、農産物の生産を行い、生産に係る面積・頭数が一定規模以上の農業生産活動を行う世帯及び組織
をいいます。
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(3) 麦類の産出額（全国・管内）－生産農業所得統計から－

○ 管内の麦類の産出額（平成27年）は76億円で、全国の約17％を占めています。
○ 管内の麦類の産出額を都県別にみると、栃木県が43億円（構成比57％）で最も多く、次いで群馬県

が13億円（同17％）、埼玉県が11億円(同14％）の順となっています。

平成27年 麦類の産出額（全国・管内）

注：１ 全国及び関東農政局管内の産出額は、都道府県別推計値を積み上げたものである（以下同じ。）。
２ 数値については、表示単位未満の数値を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある（以下同じ。）。
３ 産出額の構成比については、表示単位（億円）で算出した（以下同じ。）。

(4) 小麦の生産費－農業経営統計調査結果から－

○ 管内の小麦の10ａ当たり全算入生産費（平成27年産）は50,132円で、22年産に比べ2,515円（５％）
減少しています。このうち物財費は33,542円（構成比67％）、労働費は7,801円（同16％）となって
います。

小麦の生産費（10ａ当たり）の推移（管内）

※全算入生産費とは、費用合計（物財費＋労働費）から副産物額を差し引き、資本利子及び地代を加えた額をい
います。

注：１ その他は、便宜的に全算入生産費から費用合計（物財費及び労働費）を差引き算出した（以下同じ。）。
２ 生産費の構成比については、表示単位未満の数値で算出しているため、表示上の数値で算出した構成比と一致しない場合が
ある（以下同じ。）。

平成27年産小麦の生産費（10ａ当たり）
（全国、北海道、管内）
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２ 大豆

(1) 大豆の生産動向（管内）－作物統計調査結果から－

○ 管内の大豆の作付面積（平成28年産）は11,000haで、23年産に比べ1,700ha（13％）減少しており、
都県別にみると茨城県が3,730haで最も多く、次いで栃木県が2,680ha、長野県が2,170haの順となっ
ています。

大豆の作付面積の推移（管内） 大豆の収穫量（管内・平成28年産）

大豆の市町村別作付面積（管内・平成28年産）

凡例

単位：ha

順位 県 市町村 作付面積

1 茨城県 筑西市 1,140

2 長野県 松本市 576

3 茨城県 桜川市 461

4 栃木県 大田原市 332

5 栃木県 栃木市 313

6 栃木県 小山市 306

7 栃木県 さくら市 260

8 長野県 上田市 258

9 長野県 安曇野市 240

10 茨城県 つくば市 238

管内上位10市町村
（大豆・平成28年産）
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○ 管内の販売目的で大豆を作付けした経営体（平成27年）は9,116経営体で、22年に比べ5,075経営体
（36％）減少しました。
また、１経営体当たりの作付面積（平成27年）は0.9haで、22年に比べ0.2ha増加しました。

販売目的で大豆を作付けした経営体数及び１経営体当たり作付面積（管内）

(2) 経営体数及び１経営体当たり作付面積（管内）－農林業センサス結果から－

(3) 大豆の産出額（全国・管内）－生産農業所得統計から－

○ 管内の大豆の産出額（平成27年）は22億円で、全国の約６％を占めています。
○ 管内の大豆の産出額を都県別にみると、茨城県が７億円（構成比32％）で最も多く、次いで、栃木
県及び長野県が６億円(同27％）の順となっています。

平成27年 大豆の産出額（全国・管内）

(4) 大豆の生産費－農業経営統計調査結果から－

○ 管内の大豆の10ａ当たり全算入生産費（平成27年産）は48,363円で、22年産に比べ3,890円（９％）
増加しています。このうち物財費は26,345円（構成比54％）、労働費は11,533円（同24％）となって
います。

10ａ当たり大豆の生産費の推移（管内） 平成27年産大豆の生産費（10ａ当たり）
（全国、北海道、管内）
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１ この資料は、農林水産省統計部が実施又は作成している「作物統計」、「農林業センサス」、「生産農業

所得計」及び「農業経営統計調査 農産物生産費統計」を基に作成したものです。

２ 統計調査の概要

(1) 作物統計

ア 調査の目的

各作物の生産に関する実態を明らかにすることにより、食料・農業・農村基本計画における生産努力

目標の策定及び達成状況検証のための資料、各作物に関する生産振興に資する各種事業（強い農業づく

り交付金等）の推進のための資料等とすることを目的としています。

イ 調査の対象

(ｱ)  作付面積調査

調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体

(ｲ)  収穫量調査

調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体及び2015年農林業センサスにおいて、調査

対象作物を販売目的で作付けした農業経営体から無作為に抽出した農業経営体

(2) 農林業センサス

ア 調査の目的

我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に

関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の提唱する

世界農林業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにするこ

とを目的としています。

イ 調査の対象

全ての農林業経営体（農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に

係る面積・頭数が一定規模以上の農林業生産活動を行う者（組織の場合は代表者））

(3) 生産農業所得統計

ア 統計の目的

農産物の産出額及び所得を推計し、農業生産の実態を価値量的な面から把握して、農政の企画・推進

のための資料を整備することを目的としています。

イ 推計方法

本統計は、都道府県を推計単位とし、農産物の生産量及び価格に関する諸統計等を用いて、生産され

た農産物の価値額を推計しています。

(4) 農業経営統計調査 農産物生産費統計（小麦及び大豆）

ア 調査の目的

小麦及び大豆の生産費の実態を明らかにし、農政（経営所得安定対策、生産対策、経営改善対策等）

の資料を整備することを目的としています。

イ 調査の対象

小麦又は大豆を10a以上作付けし、販売する農業経営体（2010年世界農林業センサスの農業経営体のう

ち、世帯により農業経営を行っている経営体（農作業の受託事業のみを行う農業経営体を除く。））か

ら無作為に抽出した農業経営体

３ この統計調査結果の詳細は、関東農政局ホームページ中の「統計情報」で御覧いただけます。

関東農政局ホームページ ＞ 統計情報 【 http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/ 】

４ この資料に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

関東農政局 統計部 統計企画課 TEL:048-740-0058（直通） FAX:048-740-0086

利用にあたって

- 7 -


